
子 育 て 家 庭 シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 ７ 年 ４ 月  

制 定 ）  

 （ 趣 旨 等 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ） 第

３ ４ 条 の ９ の 規 定 に 基 づ き 本 市 が 行 う 子 育 て 短 期 支 援 事 業 の う

ち 短 期 入 所 生 活 援 助 事 業 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す

る 。  

２  本 市 が 行 う 短 期 入 所 生 活 援 助 事 業 は ， そ の 名 称 を 子 育 て 家 庭 シ

ョ ー ト ス テ イ 事 業 と し ， 児 童 を 養 育 し て い る 家 庭 の 保 護 者 が 疾 病

等 の 社 会 的 な 事 由 に よ っ て 家 庭 に お け る 児 童 の 養 育 が 一 時 的 に

困 難 と な っ た 場 合 ， 子 育 て に 係 る 保 護 者 の 負 担 の 軽 減 が 必 要 な 場

合 又 は 親 子 等 が 緊 急 一 時 的 に 保 護 を 必 要 と す る 場 合 に ， 児 童 福 祉

施 設 等 に お い て 一 時 的 に 養 育 ・ 保 護 す る こ と に よ り ， こ れ ら の 児

童 及 び そ の 家 庭 の 福 祉 の 向 上 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 対 象 者 と 養 育 ・ 保 護 の 要 件 ）  

第 ２ 条  子 育 て 家 庭 シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 （ 以 下 「 事 業 」 と い う 。）

の 対 象 と な る 者 は ， 市 内 に 居 住 す る 者 で ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 と

す る 。  

⑴  次 に 掲 げ る 事 由 の い ず れ か に 該 当 す る こ と に よ り ，児 童 の 養

育 が 一 時 的 に 困 難 と な っ た 家 庭 の 児 童  

ア  保 護 者 の 疾 病  

イ  育 児 疲 れ ， 慢 性 疾 病 児 の 看 護 疲 れ ， 育 児 不 安 そ の 他 保 護 者

の 身 体 上 又 は 精 神 上 の 事 由  

  ウ  出 産 ， 看 護 ， 事 故 ， 災 害 ， 失 踪 そ の 他 家 庭 養 育 上 の 事 由  

  エ  冠 婚 葬 祭 ， 転 勤 ， 出 張 ， 学 校 等 の 公 的 行 事 へ の 参 加 そ の 他

保 護 者 の 社 会 的 な 事 由  

オ  児 童 自 身 が 一 時 的 に 保 護 者 と 離 れ る こ と を 希 望 し て い る 場

合 で あ っ て ， 養 育 環 境 等 に 課 題 が あ る こ と 。  

⑵  次 に 掲 げ る 事 由 の い ず れ か に 該 当 す る こ と に よ り ，事 業 に よ

る 保 護 を 必 要 と す る 親 子（ 児 童 及 び そ の 保 護 者 を い う 。以 下 こ



の 条 に お い て 同 じ 。）  

ア  レ ス パ イ ト ・ ケ ア （ 育 児 に よ る 疲 労 や ス ト レ ス を 軽 減 さ せ

る こ と を い う 。  ）と 併 せ て 児 童 の 養 育 方 法 ，関 わ り 等 に つ い

て 支 援 が 必 要 で あ る と 市 長 が 認 め た 場 合 で あ る こ と 。  

  イ  経 済 的 問 題 等 に よ り 緊 急 一 時 的 に 保 護 を 必 要 と す る 場 合

で あ る こ と 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 次 の い ず れ か に 該 当 す る 児 童 及 び 親

子 等 は ， 事 業 の 対 象 か ら 除 く も の と す る 。  

⑴  精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律

第 １ ２ ３ 号 ），感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関

す る 法 律 （ 平 成 １ ０ 年 法 律 第 １ １ ４ 号 ） そ の 他 の 法 令 の 規 定 に

基 づ い て ， 医 療 機 関 に 入 院 す べ き 者  

⑵  前 号 に 該 当 す る 者 以 外 の 者 で ， 市 長 が 医 療 機 関 に 入 院 し て ，

医 療 を 受 け る 必 要 が あ る と 認 め た 者  

 （ 養 育 ・ 保 護 の 期 間 ）   

第 ３ 条  養 育 ・ 保 護 の 期 間 は ， 当 該 保 護 者 の 心 身 の 状 況 ， 当 該 児 童

の 養 育 環 境 そ の 他 の 状 況 を 勘 案 し て 市 長 が 必 要 と 認 め る 期 間 と

す る 。た だ し ，市 長 が や む を 得 な い 事 情 が あ る と 認 め る 場 合 に は ，

必 要 最 小 限 の 範 囲 内 で こ れ を 延 長 す る こ と が で き る も の と す る 。 

 （ 実 施 施 設 等 ）  

第 ４ 条  事 業 の 実 施 施 設 等 （ 以 下 「 実 施 施 設 等 」 と い う 。） は ， 以

下 の と お り と す る 。  

⑴  児 童 養 護 施 設  

⑵  乳 児 院  

⑶  母 子 生 活 支 援 施 設  

⑷  里 親  

⑸  そ の 他 適 切 な 処 遇 が 確 保 さ れ る 条 件 を 備 え て い る 施 設   

 （ 養 育 ・ 保 護 の 申 込 ）  

第 ５ 条  養 育 ・ 保 護 の 申 請 を し よ う と す る 者 は ， 子 育 て 家 庭 シ ョ ー

ト ス テ イ 事 業 利 用 申  



請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） を 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

２  市 長 は ，前 項 の 申 請 に 対 し ，養 育・保 護 を 必 要 と 認 め る と き は ，

子 育 て 家 庭 シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 利 用 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） を

利 用 者 に 交 付 す る も の と し ，不 承 認 と す る と き は ，理 由 を 示 し て ，

子 育 て 家 庭 シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 利 用 不 承 認 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ）

を 交 付 す る も の と す る 。  

３  利 用 者 は ， 第 ３ 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り ， 保 護 の 期 間 の 延 長 を

希 望 す る 場 合 に は ，  

 子 育 て 家 庭 シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 利 用 （ 期 間 延 長 ） 申 請 書 （ 様 式 第

１ 号 ） を 市 長 に 提 出  

 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て ， 市 長 は ， 保 護 の 期 間 を 延 長

す る と き は ， 子 育 て  

 家 庭 シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 利 用 （ 期 間 延 長 ） 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２

号 ） を 利 用 者 に 交 付  

 す る も の と す る 。  

 （ 養 育 ・ 保 護 の 決 定 ， 移 送 ）  

第 ６ 条  市 長 は ， 養 育 ・ 保 護 の 決 定 を し た と き は ， 当 該 児 童 等 の 養

育 ・ 保 護 を 委 託 す る 実 施 施 設 等 に ， 子 育 て 家 庭 シ ョ ー ト ス テ イ 事

業 養 育 ・ 保 護 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） を 交 付 す る も の と す る 。 

２  児 童 の 実 施 施 設 等 へ の 移 送 は ， 原 則 と し て ， そ の 保 護 者 が 行 う

も の と す る 。 た だ し ， 児 童 の 安 全 を 確 保 す る 必 要 が あ る 場 合 又 は

保 護 者 が 児 童 に 付 き 添 う こ と が 困 難 で あ る 場 合 は ， 必 要 に 応 じ て

職 員 が 児 童 の 居 宅 か ら 実 施 施 設 等 へ ， 移 送 を 行 う も の と す る 。  

（ 費 用 ）   

第 ７ 条  市 長 は ， 別 表 第 １ に 定 め る と こ ろ に よ り 養 育 ・ 保 護 の 実 施

に 要 す る 経 費 を 実 施 施 設 等 に 支 弁 す る 。  

２  保 護 者 は ， 事 業 を 実 施 す る た め に 必 要 な 経 費 の 一 部 を 別 表 第 ２

に 定 め る と こ ろ に よ り 負 担 し な け れ ば な ら な い 。  

３  こ の 事 業 に よ る 養 育 ・ 保 護 の た め の 児 童 等 の 移 送 に 要 す る 経 費

は ， 原 則 と し て そ の 保 護 者 の 負 担 と す る 。  



 （ 利 用 者 負 担 金 の 減 免 ）  

第 ８ 条  市 長 は ，納 入 義 務 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し ，か つ ，

特 に 必 要 と 認 め る と き は ， 前 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 利 用 者 負 担 金 を

減 額 し ， ま た は 免 除 す る こ と が で き る 。  

⑴  風 水 害 ， 火 災 等 に よ り 著 し い 損 害 を 受 け た と き 。  

⑵  収 入 の 途 を 断 た れ ， ま た は 収 入 が 激 減 し た と き 。  

⑶  そ の 他 特 に や む を 得 な い 事 情 が あ る と き 。  

 （ 他 の 施 策 と の 関 係 ）  

第 ９ 条  他 の 施 策 と の 関 係 に お い て ， 次 に 掲 げ る 施 策 に 係 る 関 係 機

関 と の 連 携 を 密 に し な が ら ， こ の 事 業 の 円 滑 な 推 進 に 努 め る 。  

⑴  伊 丹 市 子 育 て 世 帯 訪 問 支 援 事 業 等 他 の 在 宅 の 福 祉 施 策  

⑵  他 の 法 令 に 基 づ く 一 時 保 護 等  

 （ 細 則 ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 事 業 の 実 施 に 関 し 必 要 な

事 項 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

付  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 伊 丹 市 母 子 等 緊 急 一 時 保 護 事 業 実 施 要 綱 の 廃 止 ）  

２  伊 丹 市 母 子 等 緊 急 一 時 保 護 事 業 実 施 要 綱 は ， 廃 止 す る 。  

   付  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ９ 年 １ ２ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 子 育 て 家 庭 シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 実 施

要 綱 の 規 定 は ， 平 成 ９ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 行 う 養 育 ・ 保 護 に 係 る 費

用 に つ い て 適 用 す る 。  

   付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ０ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 子 育 て 家 庭 シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 実 施

要 綱 の 規 定 は ， 平 成  １ ０ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 行 う 養 育 ・ 保 護 に 係

る 費 用 に つ い て 適 用 す る 。    

   付  則  

 （ 施 行 期 日 ）                                                                 

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ３ 年 ３ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 す る 。                             

 （ 経 過 措 置 ）                                                                  

２  こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 子 育 て 家 庭 シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 実 施

要 綱 の 規 定 （ 別 表 第 ２ の 改 正 規 定 中 ２ 歳 未 満 児 に 係 る ６ ， ６ ０ ０

円 及 び 慢 性 疾 患 児 に 係 る ２ ， ３ ６ ０ 円 又 は ６ ， ６ ０ ０ 円 の 改 正 規

定 を 除 く 。） は 、 平 成 １ ２ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 行 う 養 育 ・ 保 護 に 係

る 費 用 に つ い て 適 用 す る 。  

   付  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ４ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 子 育 て 家 庭 シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 実 施

要 綱 の 規 定 は 、 平 成 １ ４ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 行 う 養 育 ・ 保 護 に 係 る

費 用 に つ い て 適 用 す る 。  

   付  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ７ 年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 子 育 て 家 庭 シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 実 施

要 綱 の 規 定 は 、 平 成 １ ５ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 行 う 養 育 ・ 保 護 に 係 る

費 用 に つ い て 適 用 す る 。  



付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

      付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ２ 年 １ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 別 表 第 １  

   事 業 委 託 の 金 額 （ １ 日 当 た り  １ 人 当 た り ）  

２ 歳 未 満 児・慢 性 疾

患 児  
２ 歳 以 上 児  

親 子 入 所 す る 場 合

の 親 及 び 緊 急 一 時

保 護 の 親  

 

１ ０ ， ７ ０ ０ 円    

 

５ ， ５ ０ ０ 円  

 

１ ， ５ ０ ０ 円  

 

 

 別 表 第 ２  

   利 用 者 負 担 金 の 額 （ １ 日 当 た り  １ 人 当 た り ）  

 
２ 歳 未 満 児 ・

慢 性 疾 患 児  
２ 歳 以 上 児  

親 子 入 所 す る 場

合 の 親 及 び 緊 急

一 時 保 護 の 親  

 

生 活 保 護 世 帯

及 び  こ れ に

準 ず る 世 帯  

 

０ 円  

 

０ 円  

 

０ 円  

 

市 民 税 非 課 税

世 帯  

 

１ ， １ ０ ０ 円  

 

１ ， ０ ０ ０

円  

 

３ ０ ０ 円  

 

そ の 他 の 世 帯  

 

５ ， ３ ５ ０ 円  

 

２ ， ７ ５ ０

円  

 

７ ５ ０ 円  

 

   

 



  年  月  日  

伊丹市長         様  

 

(申請者 )             

        住  所  

           TEL      (  ) 

        氏  名  

 

 

子育て家庭ショートステイ事業利用（期間延長）申請書  

 

子育て家庭ショートステイ事業実施要綱に基づく養育・保護を受けたいので、

下記の通り申請します。  

記  

 

児童等氏名  

 

 性

別  

 生年月日  

年  月  日生  

利用申請理由  

 

 

 

 

 

 

 

養育・保育を希望する期間    年  月  日から  年  月  日  

児

童

の

状

況  

身体障害者手帳の有無  

 

持っている (障害名 )      種  (等 )級  

持っていない  

療育手帳の有無  

 

持っている（総合判定    Ａ Ｂ１ Ｂ２） 

持っていない  

健康状態  通院中（疾病名    ） 特に問題なし  

特記事項（注意すべき事項）   

 

 

 (実施記入欄 ) 

 

養育・保護の決定  実施施設等  委  託  費  利用者負担金  

承認・不承認   円  円  

世 帯 区 分  一般家庭   母子家庭  父子家庭   養育者家庭  

 

様式第 1 号  



                            伊健生こ第     号 

令和 年  月  日 

（   年）       

 

 様 

 

伊丹市長       

 

 

子育て家庭ショートステイ事業利用決定（期間延長）通知書 

 

年  月  日に申請のありました養育・保護について、下記の通り決定したの

で通知します。 

 なお、決定した期間であっても、家庭において養育ができるようになりましたら速やか

に届出してください。 

 

記 

 

児童等氏名  

養育・保護期間

（承認期間） 

    年  月  日から 

    年  月  日まで       日間 

養育保護委託先  名 称          TEL  

 所在地  

利用者負担金   日額    実費負担        円 

        日  数         日 

         計           円 

そ の 他 １．承認期間を越えて保護が必要な場合は、電話等で連絡してくださ

い。 

２．健康保険証等（乳児については母子健康手帳、身体障害者手帳又

は療育手帳を所持している児童についてはその手帳）を実施施設

等に提出してください。 

３．児童の実施施設等への移送は保護者でおこなってください。 

４．児童の医療費及び実施施設等で特に必要と認める経費については、

利用者で負担していただきます。 

 

様式第 2号 



様式第 3号 

伊健生こ第     号 

令和  年   月   日 

           （   年）      

     様  

 

 

伊丹市長       

 

 

子育て家庭ショートステイ事業利用不承認通知書 

 

   年      月      日に申請のありました養育・保護について、下記の通り不

承認と決定したので通知します。 

  

 

記 

 

１．児童氏名  

 

２．不承認の理由  



様式第４号 

 

伊健生こ第   号 

令和 年  月 日 

（   年）     

 

   施設長 様 

 

伊丹市長         

 

 

子育て家庭ショートステイ事業養育・保護決定（期間延長）通知書 

 

子育て家庭ショートステイ事業実施要綱に基づき、養育・保護を下記のとおり決定した

ことを通知します。 

 

記 

 

保護者 住 所       TEL  

氏 名  

児 童 

 

住 所  学校名（学年）  

氏 名  生年月日  年  月  日 性別  

委託期間  令和 年  月  日  から 令和 年  月  日まで 

                  期間延長の場合 

                    日間  通算    日 

委託料 

 

 日額     公費負担        円（        円× 名） 

        日  数           日 

         計             円 

期間延長の

理由 

 

（添付書類）  子育て家庭ショートステイ事業利用申請書 

 


